
 

 

寒保青第 ２１５号 

平成３０年１月５日  

 

 

 子ども・子育て会議委員各位 

 

 

寒川町長   木 村 俊 雄      

 

 

幼保連携型認定こども園開園に伴う意見聴取について（依頼） 

 

 

 日頃より子育て支援行政にご協力いただき、ありがとうございます。 

 標記の件について、第３回子ども・子育て会議においてご報告いたしました幼保連携型認定こども園

は４月開園予定で準備を進めているところです。この保育事業は県が認可をし、町が確認をする特定教

育・保育施設となりますが、利用定員を県に協議するにあたり、子ども・子育て支援法第３１条第２項

及び第７７条第１項において子ども・子育て会議の委員の意見を聴かなければならないとされておりま

す。 

 本来であれば子ども・子育て会議を開催し、その場でご意見をお伺いするところですが、利用定員を

県に協議するまでの期間が短く、会議を開催することが困難なため、この通知にて概要をお知らせし、

ご意見等がございましたら、ご連絡をいただくようにさせていただきたいと思います。お忙しいところ

申し訳ございませんが、別紙参考資料等をご覧いただき、平成３０年１月３１日（水）までにメールま

たは FAX にてご意見等をお知らせください。（ご意見等ない場合のご連絡は、不要です。） 

 ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、お電話等にてご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

寒川町役場 健康子ども部 保育・青少年課 

保育担当  担当：徳江 

℡：0467-74-1111 Fax：0467-74-5613 

メールアドレス：kodomo@town.samukawa.kanagawa.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙参考資料 

 

 

認定こども園認定こども園認定こども園認定こども園    

１．認定こども園とは１．認定こども園とは１．認定こども園とは１．認定こども園とは    

     教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能や特徴をあわせ持つ施設で

す。地域における子育て支援を行う機能も持っています。 

  設置者は、児童福祉法等による「認可」と、子ども・子育て支援法による「確認」を受ける

必要があります。 

 「認可」は県が行い、「確認」は町が行います。 

 

２．園名２．園名２．園名２．園名    

  学校法人 正栄学園（設立予定） 

  認定こども園 湘南こども園（予定） 

 

３．住所３．住所３．住所３．住所    

  寒川町大曲１丁目１番６号 

 

４．定４．定４．定４．定    員員員員    

 

区 分 

利用定員 クラス編成 

１号認定子ども ２号認定子ども ３号認定子ども 

０歳児 － － ６人 １クラス 

１歳児 － － ６人 １クラス 

２歳児 － － ８人 １クラス 

３歳児 ５４人 １０人 － ２クラス 

４歳味 54 人 １０人 － ２クラス 

５歳児 ５４人 １０人 － ２クラス 

合 計 １６２人 ３０人 ２０人 ２１２人 

 １号認定子ども … 満３歳以上で保育の必要がない子ども 

 ２号認定子ども … 満３歳以上で保育の必要がある子ども 

 ３号認定子ども … 満３歳未満で保育の必要がある子ども 

 

 

５．保育を提供する日５．保育を提供する日５．保育を提供する日５．保育を提供する日        

  幼稚園部分 … 月曜日から金曜日 

          休日：土・日曜日、祝日、夏季休暇、冬季休暇、春季休暇 

          ※ただし、上記期間にて預かり保育あり 

  保育所部分 … 月曜日から土曜日 

          休日：日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

  



６．保育時間６．保育時間６．保育時間６．保育時間    

        幼稚園部分 … ９時～１４時 

   預かり保育  ７時～９時・１４時～１９時 

   土曜日、長期休暇期間の預かり保育時間 

          ７時～１８時 

  保育所部分 … 標準時間  ７時～１８時 

           延長保育 １８時～１９時 

          短時間   ８時～１６時 

           延長保育 ７時～８時・１６時～１９時 

 

７．開所予定日７．開所予定日７．開所予定日７．開所予定日    

        平成３０年４月１日開所予定 

 

８．経緯８．経緯８．経緯８．経緯    

  大曲にあるふじ幼児園が認定こども園に移行。 

 









子ども・子育て支援法 抜粋 

 

（特定教育・保育施設の確認） 

第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者（国（国

立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。附則第七条におい

て同じ。）及び公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定す

る公立大学法人をいう。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設

の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。 

一 認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

二 幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

三 保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学校就学

前子どもの区分 

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、

第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合

にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

３ 市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、内閣府令で定

めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 

 

（市町村等における合議制の機関） 

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制

の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当

該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の

実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で

定める。 

４ 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関

を置くよう努めるものとする。 

一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。 

二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び

当該施策の実施状況を調査審議すること。 

５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。 


